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■ 目   的 

第１条    公益財団法人日本知的障害者福祉協会（以下「本会」という）は、主

として知的障害のある人が利用する障害者施設・事業所において知的障

害児・者の支援・援助にあたる専門職員の養成を目的とした通信教育を

実施するため、この規程を定める。  

 

■ 名   称 

第２条    この通信教育は、知的障害援助専門員養成通信教育（以下「本通信教

育」という）という。 

 

■ 委 員 会 

第３条    本通信教育は、委員会設置規程に基づき人材育成・研修委員会（以下

「本委員会」という）が企画・運営する。  

 

■ 対   象 

第４条    受講対象者は、別に定める教育課程又は知的障害を理解するための基

礎講座を修了するとともに知的障害福祉の実務経験のあるものとする。 

 

■ 受講定員 

第５条    受講定員は４５０名とする。 

 

■ 履修期間 

第６条    履修期間は毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。  

           ２．履修延長については別に定める。  

 

■ 履 修 

第７条    履修は、テキスト学習並びにスクーリングにより行うものとする。  

２．別に定める修了判定により全ての教科目を修了した者には、修了

証書を交付する。 

 

■ 講 師 

第８条    講師は、本委員会が推薦し、本会の会長が委嘱する。  

 

■ 諸 則 

第９条    本規程の細則に関する事項については、別に定める。  

２．本規程を改正または廃止しようとするときは、本会の理事会の承

認をうけなければならない。  

 

  



知的障害援助専門員養成通信教育実施規程の細則を次のとおり定める。  

 

■ 受講対象者 

第１条    受講対象者は、以下の者とする。 

(1) 学校教育法に基づく大学・短期大学卒業者で、人材育成・研修委員会が定

める施設・事業ならびに職種で１年以上その業務に従事した者。 

(2) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程【修業年限２年以上のものに限

る】（専門学校）卒業者で、人材育成・研修委員会が定める施設・事業なら

びに職種で１年以上その業務に従事した者。 

(3) 学校教育法に基づく高等学校卒業者で、人材育成・研修委員会が定める

施設・事業ならびに職種で２年以上その業務に従事した者。 

(4) 学校教育法に基づく専修学校の高等課程（高等専修学校）卒業者で、人材

育成・研修委員会が定める施設・事業ならびに職種で２年以上その業務に従

事した者。 

(5) 本会が実施する「知的障害を理解するための基礎講座」の修了者で、人

材育成・研修委員会が定める施設・事業ならびに職種で２年以上その業務に

従事した者 

(6) 知的障害援助専門員養成通信教育（平成 12 年度以降）を受講した者で、

未修了の者。 

 

■ 受講手続き 

第２条    受講希望者は、所定の手続きを完了し、別に定める受講料を納入しなけ

ればならない。 

 

■ 教科目 

第３条    教科目については別に定める。 

 

■ テキスト学習 

第４条    受講者は、所定の期日までに全教科について、レポートを本委員会に提

出し、評価を受けなくてはならない。  

 

■ スクーリング 

第５条    受講者は、全教科目についてスクーリングに出席し、試験を受けなけれ

ばならない。 

 

■ 修了判定 

第６条    修了の判定は、各教科ごとにスクーリングの出席とレポート及び試験

の成績評価により行う。 

     ２  スクーリングに出席しない教科目については、成績評価を受けるこ  

とができないものとする。 

     ３  成績評価の結果、不合格となった教科目が２科目以内の場合は、そ 

の教科目のレポートを提出し、再評価を受けることができる。但し、  

再評価は、教科目ごとに１回を限度とする。  

     ４  再評価を受ける者は、再評価料を納入しなければならない。  

 

■ 履修期間の延長 

第７条    次に定める者が本委員会の履修期間の延長を申請した場合は、その履

修期間の延長を認めるものとする。  

(1) 修了できなかった教科目が４科目以内である者。 

(2) 修了できなかった教科目が５科目以上である者で、その理由が病

気等による者又は本委員会がそれに準ずる者として認めた者。  

 



２  履修の延長は１年を限度とする。  

３  履修期間を延長した者は、修了できなかった教科目を履修し、修了

判定を受けなければならない。但し、前年においてスクーリングに出

席したものについては、レポート提出によって成績評価を受けること

ができるものとする。 

４  履修期間を延長した者は、成績評価の結果、不合格となった教科目

について再評価を受けることができないものとする。  

５  履修期間を延長する者は、履修延長料を納入しなければならない。 

 

■ 受講料 

第８条 受講料、再評価料及び履修延長料については別に定める。 

 

 

 

■ 別表１ 

教科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①知的障害者福祉総論   ⑥知的障害者の医療 

②知的障害者援助技術   ⑦知的障害者の生活支援 

③事例研究    ⑧障害福祉事業のマネジメント 

④知的障害を伴う自閉症スペクトラム ⑨知的障害を伴う併存症（重複障害） 

⑤知的障害者の心理    



■ 別表２ 実務経験該当施設・事業所および該当職種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 別表３ 

 

受講料、再評価料および履修延長料  

 

 

 

会員施設 － 66,000 円

一      般 － 69,300 円

会員施設 － 52,800 円

一      般 － 56,100 円

再評価料 （１教科） － 2,200 円

履修延長料 （１教科） － 3,300 円

受講料

再受講料


